
1号認定（教育認定）

２号認定(保育認定）

※1　18歳に達してから最初の3月31日まで
※2　ひとり親世帯、同居親族に身体障害者手帳等を持つ方がいる場合、所得割額77,101円未満
※3　幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、
　　　居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援

副食費免除の判別フローチャート

NO

世帯の町民税所得割額
が77,101円未満ですか

YES NO

免除(国基準)
年少から小学3年生の子
が3人以上いますか

YES NO

第3子以降については
免除(国基準)

１８歳以下(※1)の子
が３人以上いますか

YES

世帯の町民税所得割額
が211,201円未満ですか

副食費4,800円を
園に支払い

YES NO

第3子以降については
免除(自治体基準）

副食費4,800円を
園に支払い

世帯の町民税所得割額所
得割額が57,701円未満です
か（※２）

YES NO

免除(国基準)
特定施設・事業(※３)に在
園または利用する就学前
の子は3人以上いますか

YES NO

第3子以降については
免除(国基準)

１８歳以下(※１)の子
が３人以上いますか

YES

第3子以降については
免除（自治体基準）

副食費4,800円を
園に支払い

NO

市町村民税の所得割の額
が301,000円未満ですか

副食費4,800円を
園に支払い

YES NO


